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簡易専用水道定期検査業務

１．対象施設

箕面市立病院

２．対象設備

簡易専用水道

１）給水方式 高置水槽方式

２）受水槽 受水槽室（地上式） ＦＲＰ 有効６０ｔ ２基

３）高置水槽 本館ＲＦ ＦＲＰ 有効３０ｔ １基

リハ棟ＲＦ ＦＲＰ 有効１２ｔ １基

３．一般事項

１）本仕様書の他、みのおライフプラザ複合施設管理業務委託基本仕様書（以下「基

本仕様書」という。）を適用する。

２）提出書類（原則としてＡ４版とする）

① 施行中 検査結果報告書（検査完了のつど） １部

② その他発注者又は施設管理者の指示するもの

４．業務内容

１）水道法第３４条の２第２項、同法施行規則第２４条に基づく簡易専用水道の定

期検査

２）検査項目

① 施設検査

周囲、本体、内部、マンホール部、各付属管、他

② 水質検査

臭気、味、色、色度、濁り、遊離残留塩素

③ 書類検査

給水設備の配置・系統図、貯水槽の清掃・管理記録

５．特記事項

１）基本仕様書６－１業務計画書、６－２作業計画書に基づいて施行すること。


